
育成就労制度・特定技能制度に関するQ＆A 

 

Q：技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後は

どうなりますか？ 

A：技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期

間、企業単独型の１号技能実習で受け入れているようなものについては、制度見直し後

は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤２号」により受け入れるこ

とを想定しています。また、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で原則３年間

の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関

（育成就労実施者）が監理支援機関による監理支援を受けない、「単独型育成就労」の形

態での受入れが可能です。なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても

企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、

取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、

「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。 

 

Q：技能実習生の受入れはいつまでできますか？ 

A：外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の

申請がなされ、原則として施行日から起算して３か月を経過するまでに技能実習を開始す

るものまでが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に

関する詳細については、今後お知らせします。 

また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づ

いて技能実習を続けることができます 

 

Q：育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなりますか？ 

A：改正法の施行日（改正法の公布日（令和６年６月 21日）から起算して３年以内）に既

に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けるこ

とができます。 

技能実習１号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習２号

へも移行することができますが、技能実習３号への移行については、施行日時点に技能実

習２号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限ることとしており、その詳細は、

今後主務省令で定める予定です。 

 

Q：育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わりませんか？ 

A：育成就労計画（技能実習計画）の認定手続といった基本的な流れは変わりません。た

だし、技能実習制度では１～３号の各段階で計画の認定が必要ですが、育成就労制度で



は、当初から３年間の計画を作成し認定を受けることとなります。 

 

Q：派遣の形態で育成就労を実施することはできますか？ 

A：季節性のある分野（農業や漁業の分野を想定）において、派遣元と派遣先が共同で育

成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態での育成就労を実施すること

ができます。なお、育成就労計画の認定を受ける際は、あらかじめ派遣先ごとに派遣時期

を定めて育成就労計画を作成する必要があります。 

 

Q：育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違いますか？ 

A：監理支援機関は監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチン

グ、受入れ機関（育成就労実施者）に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等

を行うことになります。その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たす

ことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直す（注）こ

ととしています。 

また、育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍

を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うこと

になります。 

（注）具体的には、以下のような要件を新たに設ける方針ですが、詳細は今後検討してま

いります。 

 ・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する 

 ・外部監査人の設置を義務付ける 

 ・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける 

 

Q：監理支援機関の許可の申請は、いつからすることができますか？ 

A：育成就労外国人の受入れを円滑に行えるよう、制度の施行前にあらかじめ申請を受け

付ける予定ですが、具体的な申請開始日は、現時点では未定です。決まり次第ホームペー

ジ等でお知らせします。 

 

Q：技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもありますか？ 

A：育成就労制度においても、監理支援機関にとってより良い監理支援のインセンティブ

となるよう、優良な監理支援機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を設けることを予

定しています。優良要件や優遇措置の具体的な内容については、今後主務省令等において

具体化していく予定です。 

 

Q：施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限

が切れてしまう場合にはどうなりますか？ 



A：施行日（改正法の公布日（令和６年６月 21 日）から起算して３年以内）後に引き続き

技能実習生を受け入れている場合には、施行日後においても、監理団体の許可の有効期間

の更新が必要となりますが、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、

技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監

理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。 

 

Q：技能実習制度にある受入れ機関（実習実施者）の優良要件は、育成就労制度でもあり

ますか？ 

A：育成就労制度においても、受入れ機関にとってより良い受入れのインセンティブとな

るよう、優良な受入れ機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を設けることを予定して

います。優良要件や優遇措置の具体的な内容については、今後主務省令等において具体化

していく予定です。 

 

Q：育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関（育成就労実施者）の要件はどのようなも

のになりますか？ 

A：育成就労制度の創設に伴う受入れ機関の要件の変更点の概要は次のとおりです。 

育成就労制度も、技能実習制度と同じく人材育成を目的とする観点から、受入れ機関ごと

の受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、適正化して維持する方向で

す。 

次に、人材確保を目的とした上で、特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技

能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設ける予定です。 

また、制度目的を改める観点から、前職要件や帰国後の業務従事要件等の国際貢献に由来

するものは廃止する予定です。 

 

Q：育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができますか？ 

A：育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得

ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認

めることとしています。 

当該一定の要件としては、 

 

(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事して

いた業務と同一の業務区分であること 

(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに１

年以上２年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること 

(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること 

(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること 



などがあり、その詳細については、今後主務省令等において具体化していく予定です。 

 

Q：元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできますか？ 

A：過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、２年以上の技能実

習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただ

し、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、

一定の場合には育成就労で働くことを認めることを予定していますが、その詳細について

は、今後主務省令で定めることとなります。 

 

Q：現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託していますが、ど

うすればよいですか？ 

A：今回の改正法により、１号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定

することとしているため、改正法の施行後は登録支援機関に支援を委託するか受入れ機関

自らが支援業務を行う必要があります。 

なお、経過措置として、改正法が施行された際に登録支援機関以外の機関に１号特定技能

外国人の支援を委託している場合であっても、当該支援に係る１号特定技能外国人が改正

法の施行後、最初に在留期間の更新申請を行うまでの間は、引き続き従前の委託先に支援

を委託していても差し支えありません。ただし、当該更新の申請をする際には、登録支援

機関に支援を委託しなければなりません。 

 

Q：育成就労から特定技能１号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合

と変わりませんか？ 

A：現行の特定技能制度では、技能実習２号良好修了者であれば、技能実習から特定技能

１号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格を免除するもの

としていますが、育成就労制度では、技能に係る試験（技能検定試験３級等又は特定技能

１号評価試験）及び日本語能力に係る試験（日本語能力Ａ２相当以上の試験（日本語能力

試験Ｎ４等））の合格を特定技能１号への移行の要件とする方針です。 

なお、特定技能１号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となった場合

には、最長１年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。 

 

Q：育成就労の途中で、特定技能１号に移行することはできますか？ 

A：特定技能への移行要件（技能や日本語能力に係る試験の合格）を満たすことに加え、

現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合

に限り、特定技能１号への移行を認める方針です。 

 


